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第１章 圏域及び河川の概要 

中川
なかがわ

・綾
あや

瀬川
せ が わ

圏域は埼玉県東部、東京都東部及び茨城県の一部を含み、利
と

根川
ね が わ

、江戸川
え ど が わ

、荒川
あらかわ

に囲まれた流域面積 987km2 の低平な流域である。この流域は利
と

根川
ね が わ

、荒川
あらかわ

が氾濫することに

より形成された低湿な氾濫原および関東ローム層の武蔵野面を冠す台地から構成されている。 

平野部は地盤高が低く低平な湿地を形成しており、かつては水田や湿地が広く分布してい

た。近年は、首都圏のスプロール的な拡大に伴って下流域から中流域及び上流域に向けて開発

が著しく進み、浸水のおそれのある区域への人口、資産の進出と同時に従来有していた保水・

遊水機能も失われてきている。 

中川
なかがわ

・綾
あや

瀬川
せ が わ

圏域の河川のうち東京都が管理する河川は、中川
なかがわ

、綾
あや

瀬川
せ が わ

、大場川
お お ばが わ

、伝右川
で ん うが わ

、

垳川
がけがわ

、毛
け

長川
なががわ

の一部及び、旧江戸川
きゅうえどがわ

、新川
しんかわ

、新中川
しんなかがわ

の９河川となっている。本河川整備計画は、

これらの河川を対象とする。これらの河川は、東京都の東部低地帯と呼ばれている地区に位置

し、各河川共に連続した水域となっている。 

これらの河川は、江戸時代以降に人為的な整備や開削により、本来の河道とは異なる直線的

な流れとなっているが、中川
なかがわ

の河道が大きく蛇行した通称「七曲」や旧江戸川
きゅうえどがわ

、大場川
お お ばが わ

におい

ては、河川本来の蛇行や植生が残っている。また、新川
しんかわ

においては水門及び排水機場により水

位を一定に保ち、安定した水位となっているが、他の河川においては、潮汐に応じて水位が変

動する感潮河川である。 

旧江戸川
きゅうえどがわ

下流部に整備されているスーパー堤防や中川
なかがわ

のテラスなど耐震性と親水性を考慮

した護岸整備が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１.１ 中川・綾瀬川圏域河川整備計画（東京都管理区間）対象河川位置図 

葛飾区 
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（地形・地質） 

東京都の地勢は、東西に長く開けており、西部の山地、中央部の丘陵地と台地及び東部の

低地の三つに大きく分けることができ、流域の大半を占める東京都東部地区は東部低地帯と

呼ばれており、山手線の東側が主な地域となっている。このうち対象流域は、足立区、葛飾

区、江戸川区の３区が主な流域である。 

東部低地帯は、古くから河川の乱流により形成された沖積層の低地帯であり、西には山の

手台地に続く武蔵野台地が広がっている。この東部低地帯は、沖積層と呼ばれる軟弱な土砂

が厚く堆積しており、中川
なかがわ

等の大きな河川が縦横に流れている。このため、過去たびたび洪

水や高潮の水害に見舞われており、さらに、明治以降に産業の発展に伴って、地下水の汲み

上げが盛んに行われ、その結果地盤沈下を誘発して、災害に対して極めて弱い地域となった。 

また地質は、新第三紀の上総層群を基盤とし、第四紀洪積世の下部東京層、東京礫層、上

部東京層と七号地層、さらに地表近くは有楽町層で構成されている。有楽町層の層厚は 40ｍ

程度であり、層相は上部と下部に区分され、上部は主として厚さ 5～10ｍの緩い砂層や砂礫

層、下部は柔らかい粘土層から構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１.２ 中川・綾瀬川圏域概要図 
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出典:｢東京の低地河川事業｣ 東京都建設局河川部 

図－1.3 地盤高図 

 

 
出典:｢東京の低地河川事業｣ 東京都建設局河川部 

図－1.4 地盤高概念図 

対象範囲 
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（地盤沈下） 

明治時代末期から大正時代初期に発生した低地の地盤沈下は、第二次世界大戦末期の一時

期を除き、近年まで年々、沈下量及び沈下区域が拡大し、最も大きく沈下した江東区南砂二

丁目にある水準基標では、累計沈下量 4.57m（測定期間は大正 7年から昭和 57年まで、なお

55年以降は隆起）にも達した。このような地盤沈下を防止、軽減するため江東地区を中心に、

地下水の揚水規制が行われた。この結果、江東地区では昭和 40年頃から地下水位が上昇に転

じたが、地盤沈下は引き続き進行し、特に荒川
あらかわ

河口付近で大きな沈下量がみられ、昭和 43年

には江戸川区西葛西二丁目にある水準基標で 1年間に 23.9㎝の沈下量が測定された。 

このため、規制地域の拡大と基準の強化が図られ、また水溶性天然ガスの採取が停止され、

低地帯の地盤沈下は昭和 48年から急速に減少し、現在はほぼ停止状態にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: ｢東京の低地河川事業｣ 東京都建設局河川部 

図-1.5 主要水準基標における累計変動量 

※③～⑧の位置は図-1.3 参照。 
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（気 候） 

流域の気候は、太平洋側気候に属し、夏は南東の季節風が吹き蒸し暑く、冬は乾燥した北

からの季節風により晴天の日が多く寒い。また、エネルギー消費の増加と緑地の減少により、

都市部独特の局地気候であるヒートアイランド現象も出現している。東京管区気象台（大手

町）年降水量の平年値は 1,533mmである。また全年の気温では、最高平均気温は 20.0℃、平

均気温は 16.2℃、また最低平均気温は 12.8℃である。 

 

 

資料：東京管区気象台 昭和 46年から令和 2年までの平年値 

図－1.6 月別の気温及び降水量 

 

 

資料：気象庁資料          

図－1.7 過去100年間における東京の平均気温の推移 
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（人 口） 

中川
なかがわ

・綾
あや

瀬川
せ が わ

圏域内の人口は、令和２年時点で約 131万人となり、足立区が約 21万人、葛

飾区が約 47万人、及び江戸川区が約 64万人となっている。 

近年 10年間の推移を見ると、人口は 10万人程度の伸びである。 

 

表－1.1 中川・綾瀬川圏域の人口・世帯数及び面積（東京都） 

区分 
世帯数 
（千戸） 

人口 
（千人） 

面積 
（k㎡） 

統計年月日 

面積 世帯数・人口 

足立区 （荒川水系を除く） 105 205 10.97 

H28.1.1 R2.1.1 
葛飾区 237 465 34.84 

江戸川区（平井・小松川地区を除く） 316 643 44.66 

合計 658 1,313 90.47 

資料：世帯数・人口：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口－町丁別・年齢別－」東京都総務局統計部 

面積：平成 28年区部土地利用現況調査データベース 東京都都市整備局都市づくり政策部 

 

 

 

資料：「東京都統計年鑑成」東京都総務局統計部 

図－1.8 流域三区の人口の推移 
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（産 業） 

産業分類別に見ると、流域内総計の事業所数は約 44,000 事業所で卸売・小売業が約 22％

で最も多く、次いで、製造業、宿泊業・飲食サービス業の順に続いている。また、従業者数は

約 380,000人で事業所と同様に卸売・小売業が約 21％で最も多く、次いで製造業、医療・福

祉の順に続いている。 

 

 

 

産業大分類 
事業所数 

（所） 

従業者数 

（人） 

ＡＢ 農林漁業 26 543 

Ｃ 
鉱業，採石業， 

砂利採取業 
1 3 

Ｄ 建設業 4,207 32,540 

Ｅ 製造業 6,222 41,394 

Ｆ 
電気・ガス・熱供給・ 

水道業 
21 803 

Ｇ 情報通信業 285 3,273 

Ｈ 運輸業，郵便業 2,281 35,382 

Ｉ 卸売業，小売業 9,893 78,542 

Ｊ 金融業，保険業 479 6,647 

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 3,825 13,329 

Ｌ 
学術研究，専門・ 

技術サービス業 
1,188 6,433 

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 5,306 35,928 

Ｎ 
生活関連サービス業， 

娯楽業 
3,644 17,053 

Ｏ 教育，学習支援業 1,260 20,066 

Ｐ 医療，福祉 3,526 55,718 

Ｑ 複合サービス事業 130 1,798 

Ｒ 
サービス業（他に分類されない

もの） 
1,941 22,720 

Ｓ 
公務（他に分類されるものを除

く） 
107 8,350 

総 計 44,342 380,522 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.9 流域内の産業分類別事業所及び従業者 

*集計には、江戸川区平井・小松川地区及び足立区の流域外を除いて集計した。 

資料：「平成 26年経済センサス-基礎調査結果」東京都 
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（土地利用） 

対象河川に関連する東京都内における土地利用の状況及び市街化率の推移を以下に示した。 

これを見ると、1960～1970年頃に宅地化が進行し、これとは逆に水田が減少し、近年では、

水田、畑共にほとんど見られなくなっている。 

また、市街化率は、平成５年で約 84％となっており、公園や水面を除くほぼ全域が市街地

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：「東京都統計年鑑」東京都（足立区、葛飾区、江戸川区の合計より作成） 
注）固定資産税の対象となる土地面積であり、河川、道路、公共施設用地などは含まない。 

図-1.10 土地利用面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大正８年頃 
資料：国土地理院発行の縮尺 1/5 万地形図、｢東京東北部、東京

東南部｣(大正 8年鉄道補入)  

昭和 29年頃 
資料：国土地理院発行の縮尺 1/5 万地形図、｢東京東北部｣(昭和

29年応急修正)、｢東京東南部｣(昭和 28年応急修正)より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 48年頃 
資料：「細密数値情報(10mメッシュ土地利用)1974年版より作成 

平成５年頃 
資料：「細密数値情報(10mメッシュ土地利用)1994年版より作成 

図-1.11 市街化率の推移 
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（交 通） 

交通網は、東西線、都営新宿線、ＪＲ総武線、ＪＲ常磐線等が東西に走っている。また、東

武伊勢崎線、日暮里・舎人ライナーが足立区内を南北に走っている。 

道路に関しては、最南端に湾岸線があり、そこから北上する環状７号線が江戸川区、葛飾

区、足立区を縦貫している。さらに北部から都心へ向かう国道４号、６号等の幹線道路が流

域内をつないでいる。 

鉄道は、郊外と都心を結ぶ路線としては充実しているが、江戸川区、葛飾区、足立区を結

ぶ路線が少ない。 

 

図－1.12 流域内の交通網  

つくばエクスプレス 

日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー 

 

JR 

葛飾区 
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（歴史と変遷） 

江戸時代初期の中川
なかがわ

・綾
あや

瀬川
せ が わ

圏域は、下流部は海かヨシの茂った低湿地であったが、南へ

と埋め立てられながら町は拡大していった。この過程で、江戸を水害から守るため、様々な

河川工事が実施されてきた。この中で最大のものは、それまで東京湾に注いでいた利
と

根川
ね が わ

を、

文禄３年（1594）の東遷
とうせん

事業で本流を東へ導いて現在の古利根川
ふ る と ね が わ

に落とし、元和７年（1621）

の第二次東遷事業で新川
しんかわ

通を開削して本郷村で渡良
わ た ら

瀬川
せ が わ

に合流させ、さらに渡良
わ た ら

瀬川
せ が わ

を横断

して赤堀川
あかほりかわ

を通じて利根川
と ね が わ

の水を鬼怒川
き ぬ が わ

の支川広川
ひろかわ

に分派し、その後寛永２年(1625)、承応

３年(1654)及び文化３年(1809)に赤堀川
あかほりかわ

の拡張工事が施され、利根川
と ね が わ

の主流は赤堀川
あかほりかわ

を経て

鬼怒川
き ぬ が わ

筋に流下し、銚子から太平洋に流下するようになった。寛永 18年(1641)関宿、金杉間

に新川
しんかわ

が開削されて江戸川
え ど が わ

と呼ばれるようになった。 

これにより、銚子から利根川
と ね が わ

を上り、関宿から江戸川
え ど が わ

を南下して江戸へ繋がる航路として

整備され、東北からの物資が江戸へ活発に輸送されるようになった。また、新川
しんかわ

は、行徳の

塩を江戸へ運ぶ重要な航路として、寛永６年に現在の三角付近から東へ直線の水路が開削さ

れた。 

一方、足立区及び葛飾区北部は、見沼代
み ぬ まだ い

用水
ようすい

の整備や葛西用水の整備により農村地帯とし

て、江戸への食糧供給地として歩み続けた。 

明治になると、機械化による煉瓦
れ ん が

製造、製紙工場が創業し始めた。大正にはいると、葛飾

区を中心としてセルロイド工場が設立し、鉄道の整備と共に近代工業が始まった。 

また、中川
なかがわ

、綾
あや

瀬川
せ が わ

、江戸川
え ど が わ

等の河川がひかえていたことなどにより、水運による利便性

が良く、川の水を利用する上でも製紙業、染色工業、布さらし工業などが発達していった。 

これに伴い、以前から水害の常襲地帯であった東京の東部低地帯は、早急に抜本的な治水

対策を実施することが求められていた。 

このような状況において、明治 40，43年と続いた大洪水を契機に、明治政府は抜本的な治

水計画にのり出し、荒川
あらかわ

下流部では、岩淵水門から下流に、大正 2年から昭和 5年まで 17年

の歳月をかけて荒川
あらかわ

放水路
ほ う すい ろ

の開削が行われ、綾
あや

瀬川
せ が わ

下流部及び中川
なかがわ

の上平井水門付近から下

流部にかけて直線的な河道となった。また、昭和 13年の洪水を契機に中川
なかがわ

の放水路として新
しん

中川
なかがわ

が開削され、昭和 37年に通水した。 

昭和にはいるとさらに近代工業が発展し、田畑が次々と埋め立てられ、物流の拠点や工場、

人口の増加に伴う大きな団地やマンションが建設された。この工場地帯の発展に伴い、工業

用水として地下水の揚水が行われ、明治時代末期から大正末期に地盤沈下が始まった。昭和

40年代には、法・条例による揚水規制の地域拡大や基準強化、水溶性天然ガスの採取停止等

により、地盤沈下は昭和 48年から急速に減少し、現在はほぼ停止した。しかし、江戸川区南

部の葛西地区での累計沈下量は、約 2.4mとなり東京湾の干潮面と同等になってしまった。 

第二次世界大戦後は、大規模な工場は閉鎖へと追い込まれたが、中小企業がいち早く復興

を遂げ、東京都の城東地域の一画に位置する代表的な工業集積地域へと発展した。 
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近年では、工場地帯における公害問題や地方へ工場を移転させるという国の方針と、船か

ら車への物流形態の変化をうけ、工場転出が始まった。 

現在は、都心への近接性、交通の利便性等の立地条件から住・商・工が混在した従来から

の伝統的市街地に加え、南部を中心とする大規模な物流の拠点や商業施設等が進出している。 

 

 

古代より江戸時代へ 

湿地から交易地への発展 

・江戸時代初期の利根川水系は、ほとん

どが海か低湿地であった。 

・まちは埋立により発展し、河川や運河

が整備された。 

・水運の便がよいことから、交易地へと

発展した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸初期の東部低地帯（①） 

明治初期の東部低地帯（②） 

 

出典： 

①江東区パンフレット 

②「東部河川状況図｣ 東京都建設局 

③「江戸川区史」 江戸川区 

④「江戸川の治水のあゆみ」 昭和 62年 3月 江戸川区教育委員会 

⑤「足立の今昔」 足立区 

⑥「葛飾区史」 葛飾区 

 

 

明治時代～ 

工業地帯の発展 

・近代工場の建設と水運により、工業地

帯として発展していく。 
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大正時代～ 

地盤沈下始まる 

・工業用水として地下水をくみ上げたた

め、明治時代末から大正時代初期にか

けて地盤沈下が始まる。（昭和 50年代

にはほぼ停止した。） 

 

 

大正５年頃の新川橋（③）            昭和 29年頃の綾瀬川（⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 30年代の中川平和橋付近（⑥） 

 

昭和 42年頃の旧江戸川妙見島付近（④）     昭和 45年頃の毛長川（⑤） 

  

戦後 

河川の埋め立て 

工場の移転と住宅地化 

・戦後復興に多くの小河川・用水路が埋

め立てられ、道路となった。 

・大規模工場が移転する。 

・工場跡地は住宅地となり、都市化が進

んだ。 
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第２章 河川整備の現状と課題 

第１節 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

（水 害） 

東部低地帯は、中川
なかがわ

、江戸川
え ど が わ

などの大河川に囲まれており、過去から幾度となく洪水や

高潮などの水害を受けている。これらは昭和 20 年代後半から 40 年代前半にかけて多く発

生しているが、その後は、防潮堤の整備、河川整備等により近年の水害は軽減されている。 

昭和 54 年 10 月 19 日の台風 20 号では、キティ台風を上回る高潮（A.P.+3.55m）を記録

したが、防潮堤の概成により高潮による水害は発生しなかった。 

一方で、時間雨量 50mmを越える集中豪雨が近年多発し、内水による浸水被害が増加して

おり、集中豪雨による都市型水害への対策が課題となっている。 
 

表－2.1 主な高潮潮位記録 
台風 

潮位等 
大正6年の台風 キティ台風 20号台風 15号台風  伊勢湾台風 

生起年・月・日 大正6年10月1日 昭和24年8月31日 昭和54年10月19日 平成13年9月12日  昭和34年9月26日 

最高潮位 

（A.P.+m） 

4.21(1) 

4.09(2) 

3.15(3) 

3.25(4) 

3.55(3) 

3.16(5) 

3.15(3) 

2.77(5) 
 

5.02(6) 

4.88(5) 

最大偏差（m） 2.1 1.04 1.16 1.27  3.45 

注 1. 最高潮位(1)は「東京市史稿港湾篇第 1」、(2)は建設省資料、(3)は東京都建設局調（亀島川水門付近）、

(4)は建設省霊岸島記録、(5)は気象庁記録、(6)は愛知県土木部資料 

注 2. 最大偏差は気象庁資料による。 

出典：「東京の低地河川事業」 平成 26年 9月 東京都建設局河川部 

表－2.2 中川・綾瀬川圏域（東京都管理区間）における過去の主な水害記録（床下浸水 50棟以上） 

年月日 災害種類 
総雨量 

(mm) 

時間最大

雨量(mm) 
観測所名 

浸水面積 

(ha) 

床下浸水

家屋

（棟） 

床上浸水

家屋

（棟） 

浸水家屋

数(棟) 
原因 

S22.9.13～15* カスリーン台風 167 35 大手町 11,432   45,167 80,041 125,208   

S24.8.31-9.1* キティ台風 65 13 大手町 9,201   64,127 73,751 137,878   

S33.9.22～27* 狩野川台風 444 76 大手町 21,103   340,404 123,626 464,030   

S49.6.9 集中豪雨 47.5 38.0 葛飾 117.4 1,777 10 1,787 内水 

S50.7.4 集中豪雨 104.5 19.0 葛飾 64.1 431 0 431 内水 

S50.10.5 台風 13号 69.5 28.0 葛飾 26.5 125 0 125 内水 

S50.11.7 集中豪雨 73.0 15.0 葛飾 305.2 804 49 853 内水 

S51.8.27 集中豪雨 45.0** 29.5 葛飾 0.8 56 0 56 内水 

S51.9.9 台風 17号 37.5** 14.0 葛飾 13.0 568 0 568 内水 

S52.8.17～19 集中豪雨 148.0 17.0 葛飾 2.2 102 2 104 内水 

S53.4.6 集中豪雨 36.5 17.5 葛飾 34.4 1,921 57 1,978 内水 

S54.3.24 集中豪雨 44.0 24.0 足立 30.8 628 5 633 内水 

S54.5.8 集中豪雨 40.0 19.0 足立 9.2 158 4 162 内水 

S54.10.19 台風 20号 113.5 25.0 葛飾 97.9 1,089 67 1,156 溢水(綾瀬川)、内水 

S56.7.22 集中豪雨 68.0 45.0 足立 9.2 297 2 299 内水 

S56.10.22 台風 24号 204.0 51.0 葛飾 1,197.5 22,850 3,221 26,071 内水 

S57.6.20 集中豪雨 - - - 153.7 640 4 644 内水 

S57.9.12 台風 18号 159.5 22.5 葛飾 369.8 4,905 285 5,190 内水 

S57.11.30 集中豪雨 68.5 48.0 足立 326.4 2,153 20 2,173 内水 

S58.6.10 集中豪雨 49.5 49.5 葛飾 267.6 3,679 100 3,779 内水 

S58.9.1 集中豪雨 - - - 75.9 183 4 187 内水 

S61.8.4 台風 10号 263.0 58.0 花畑 6.7 999 74 1,073 溢水(垳川)、内水 

S61.9.8～9.9 集中豪雨 53.0 43.0 今井 0.8 124 6 130 内水 

H3.9.18～20 台風 18号 203.0 47.0 葛飾 112.0 1,210 222 1,432 溢水（毛長川）、内水 

H5.6.21 集中豪雨 52.0 52.0 新小岩 31.5 354 234 588 内水 

H5.8.27 台風 11号 258.0 76.0 葛飾 101.4 676 800 1,476 溢水（毛長川）、内水 

H6.9.2 集中豪雨 131.0 128.0 柴又 0.1 51 7 58 内水 

雨量は、流域内の観測所中最も時間最大雨量の多い地点のデータである。 

*印は、東京都全域のデータである（雨量は東京管区気象台）。 

**印は、日雨量である。 

出典：水害記録 東京都建設局河川部（昭和 49年～平成 23年）
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（治水事業） 

(1)高潮対策事業 

東京の東部低地帯は、元来地盤が軟弱な上、地盤沈下が進行した結果、高潮、洪水、大

地震等の自然災害に対して極めて弱い地域となっている。 

このため、度重なる高潮や洪水を防止するために、東京市時代の昭和９年には総合高潮

防禦計画を策定（後に戦局悪化により中止）したのを皮切りに、昭和 24年度には第一次高

潮対策事業（キティ台風による A.P.+3.15mの高潮に対応）、昭和 32年度には第二次高潮対

策事業（既往最大である大正６年の台風による A.P.+4.21mの高潮に対応）を実施したのち、

昭和 38 年度には伊勢湾台風級の大型台風がもたらす高潮（A.P.+5.1m）に対処できるよう

東京高潮対策事業を開始している。中川
なかがわ

・綾瀬
あ や せ

川
がわ

圏域の中川
なかがわ

、旧江戸川
きゅうえどがわ

、綾瀬
あ や せ

川
がわ

などについ

ては水門も含め概成している。 

東京高潮対策事業は、東京湾に高潮をもたらした大正６年台風、キティ台風さらに伊勢

湾台風と３つの台風をモデルとして５つのコースにあてはめ、その偏差を計算し、隅田川
す み だが わ

以東の河川の偏差を 3.0mとし、朔望平均満潮位の A.P.+2.1mに上記の値を加えたものを計

画高潮位としている。また計画堤防高は、波浪による打上高や遡上を考慮して決定されて

いる。また、高潮時には、中川
なかがわ

の上平井及び今井水門、綾瀬川
あ や せが わ

の堀切菖蒲水門を閉鎖し、上

流域の洪水を河道内に湛水する計画となっている。 

新川
しんかわ

においては、新川
しんかわ

排水機場により水位を一定に保ち、親水や環境に配慮した整備が

進められている。 

(2)耐震対策事業 

平成 7 年 1 月の阪神・淡路大震災の災禍により、改めて耐震対策の重要性が高まり、緊

急耐震対策事業として外郭 3 河川（隅田川
す み だが わ

、旧江戸川
きゅうえどがわ

、中川
なかがわ

）の堤防 15.9km及び外郭堤防

に関連する水門・排水機場 14 箇所の耐震対策を平成 8 年度から平成 15 年度まで実施し

た。残る防潮堤や水門より上流区間の護岸及び水門・排水機場等の耐震対策を引き続き進

めてきたが、平成 23年３月の東日本大震災を受け、将来にわたって考えられる最大級の強

さをもつ地震に対応するため、平成 24 年 12 月に「東部低地帯の河川施設整備計画」を策

定した。令和３年 12 月には、「東部低地帯の河川施設整備計画(第二期)」を策定し、計画

に基づき、防潮堤・護岸や水門及び排水機場等の耐震・耐水対策を実施していく。また、

耐震対策事業と合わせて、スーパー堤防整備事業及び緩傾斜型堤防整備事業を実施し、河

川沿いの都市再開発事業等と一体的に整備し、地震対策の強化と河川環境の整備を進めて

いく。 

   (3)総合治水対策 

現在、平成 12年 7月に策定された「中川
なかがわ

・綾
あや

瀬川
せ が わ

流域整備計画」の暫定計画に対する整

備が進められている。この暫定計画は、概ね 10 カ年内に実施可能なものとして計画され、

流出抑制、貯留施設等の流域対策を行うこととし、年超過確率 1/10規模の降雨（48時間あ

たり 217㎜規模）に対して治水安全度を確保するとしている。 

将来計画においては、旧江戸川
きゅうえどがわ

も含め、年超過確率 1/100規模の降雨（48時間あたり 355

㎜規模）に対しても安全に流下させるものとしている。  
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第２節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

（流 況） 

流域内の河川は、全て感潮域にあたり、潮位の変動による影響が大きい河川である。 

・旧江戸川
きゅうえどがわ

 

江戸川
え ど が わ

の江戸川
え ど が わ

水閘門から分派し、江戸川区江戸川で新
しん

中川
なかがわ

に合流し、東京湾に注

いでいる。江戸川
え ど が わ

水閘門および行徳可動堰の動作に依存しているが、平常時は江戸川
え ど が わ

（放水路）の行徳可動堰を閉め切っているため、全量が旧江戸川
きゅうえどがわ

に流下している。流

れは緩やかであり、干満の影響を受け水位が変動する。 

・新川
しんかわ

 

新川
しんかわ

東樋門から旧
きゅう

江戸川
え ど が わ

の水が浄化維持用水として流入し、また、古川
ふるかわ

親水公園の

水が新川
しんかわ

橋付近で流入し、一之江境川
いちのえさかいがわ

親水公園の水が新渡橋
しんわたりばし

付近で流入している。 

河道が両端共に、新川
しんかわ

排水機場と新川
しんかわ

東水門で締め切られており、水位は新川
しんかわ

排水

機場により常時 A.P.+0.5m に維持されている。これにより、僅かに東から西へ流れて

いる。 

・中川
なかがわ

 

中川
なかがわ

の都管理区間は、葛飾区高砂橋付近で新
しん

中川
なかがわ

を分派し、上平井橋付近で綾
あや

瀬川
せ が わ

を合流した後、荒川
あらかわ

に沿って流下し東京湾に注いでいる。流れは緩やかであり、干満

の影響を受け水位が変動する。 

・綾瀬
あ や せ

川
がわ

 

綾
あや

瀬川
せ が わ

の都管理区間は、足立区内匠橋付近から足立区、葛飾区を流下し、葛飾区東四

ツ木付近で中川
なかがわ

に合流する。流れは緩やかであり、干満の影響を受け水位が変動する。 

・新
しん

中川
なかがわ

 

葛飾区高砂付近で中川
なかがわ

から分派し、葛飾区、江戸川区をほぼ直線状に流下し、江戸

川区今井付近で旧
きゅう

江戸川
え ど が わ

に合流する。流れは緩やかであり、干満の影響を受け水位が

変動する。 

・大場川
お お ばが わ

 

大場川
お お ばが わ

の都管理区間は、葛飾区の水元公園付近を流下し、葛飾区西水元付近で中川
なかがわ

に合流する。感潮区間であり、中川
なかがわ

の水位変動に依存し、水位が変動する。 

・伝右川
で ん うが わ

 

伝右川
で ん うが わ

の都管理区間は、足立区花畑付近である。綾瀬
あ や せ

川
がわ

の支川であるため、綾
あや

瀬川
せ が わ

の水位に依存しており、流れは緩やかである。都管理区間は潮位による影響を受けて

水位が変動する。 

・垳川
がけがわ

 

旧小溜井排水機場から綾瀬
あ や せ

川
がわ

の水を浄化用水として流入させており、また、埼玉県

の八潮市からの流入と葛西
か さ い

用水
ようすい

からの流入が僅かにあり、平常時の流れは僅かで、中川
なかがわ

へ樋門から排水されている。 

・毛長川
け な がが わ

 

毛長川
け な がが わ

の都管理区間は、足立区舎人付近から足立区を流下し、途中に見沼代
み ぬ まだ い

用水、

辰
たつ

井
い

川が流入し、足立区花畑付近で綾瀬
あ や せ

川
がわ

に合流する。綾
あや

瀬川
せ が わ

合流点付近では、潮位

による影響があるが、見沼代
み ぬ まだ い

用水合流部より上流は、潮位の影響は受けない区間とな

っている。 
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（水 質） 

ＢＯＤについてみると、Ｃ類型に指定されている中川
なかがわ

、綾
あや

瀬川
せ が わ

、新
しん

中川
なかがわ

及び大場
お お ば

川
がわ

の各

河川共に、環境基準をほぼ満足しており、全河川でほぼ横ばいの状況となっている。 

 

新川
しんかわ

は、閉鎖的な水域となっているが、新川
しんかわ

東樋門から浄化維持用水を導水しており、

他には親水公園からの流入により、水質の改善を図っている。 

また、対象流域のうち足立区と葛飾区の一部に分流式下水道が整備されているが、残り

の流域は合流式下水道となっており、雨天時には汚水の一部が各ポンプ所から雨水と共に

放流され、汚濁の原因の一つとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*赤線は基準値（Ｂ及びＣ類型）を示す。 

資料:「公共用水域及び地下水の水質測定結果」 各年 

図－2.1(1) 各河川における BOD経年変化（旧江戸川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*赤線は基準値（Ａ及びＣ類型）を示す。 

資料:「公共用水域及び地下水の水質測定結果」 各年 

図－2.1(2) 各河川における BOD経年変化（新川）  
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*赤線は基準値（Ｃ類型）を示す。 

資料:「公共用水域及び地下水の水質測定結果」 各年 

図－2.1 (3) 各河川における BOD経年変化（中川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*赤線は基準値（Ｃ類型；平成 15年改正）を示す。 

資料:「公共用水域及び地下水の水質測定結果」 各年 

図－2.1 (4) 各河川における BOD経年変化（綾瀬川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*赤線は基準値（Ｃ類型）を示す。 

資料:「公共用水域及び地下水の水質測定結果」 各年 

図－2.1 (5) 各河川における BOD経年変化（新中川） 
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*赤線は基準値（Ｃ類型）を示す。 

資料:「公共用水域及び地下水の水質測定結果」 各年 

図－2.1 (6) 各河川における BOD経年変化（大場川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「足立区河川定期水質調査結果」 各年 

図－2.1 (7) 各河川における BOD経年変化（伝右川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「足立区河川定期水質調査結果」 各年 

図－2.1 (8) 各河川における BOD経年変化（垳川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「公共用水域及び地下水の水質測定結果」 各年 

図－2.1 (9) 各河川における BOD経年変化（毛長川） 
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（河川の利用） 

(1) 舟運 

舟運の現状は、旧江戸川
きゅうえどがわ

、新
しん

中川
なかがわ

、中川
なかがわ

、大場川
お お ばが わ

において、プレジャーボートによるレ

ジャー利用が最も多く、次いで遊漁船による利用が河口部を中心に多い。また、作業船

や小型タンカーなども、旧江戸川
きゅうえどがわ

及び中川
なかがわ

を航行している。しかし、古くから舟運がみ

られた新川
しんかわ

については、現在、船舶が進入する事は出来ない状態となっている。 

利用隻数は、旧江戸川
きゅうえどがわ

の河口部が最も多く、平成 15年秋の調査では、休日に約 220隻

の船舶が航行しており、プレジャーボートと遊漁船が中心であった。一方、平日は休日

の半数程度の利用隻数であり、遊漁船とその他（小型タンカーなど）が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査日時:平成 15年 11月９日（日）、11月 12日（水） 6:00～16:30 

図－2.2 船舶の利用状況 

 

(2) 漁業権 

中川
なかがわ

・綾瀬川
あ や せが わ

圏域では、旧江戸川
きゅうえどがわ

及び中川
なかがわ

にしじみ、えむし、こい、ふな、うなぎの漁

業権が設定されている。また、新中川
しんなかがわ

にしじみ、えむしの漁業権が設定されている。さ

らに、綾瀬川
あ や せが わ

、大場
お お ば

川
がわ

及び伝右
で ん う

川
がわ

にこい、ふな、うなぎ等の漁業権が設定されている。 

0 50 100 150 200 250

旧江戸川河口

新中川合流点

中川河口

綾瀬川合流点

新中川分岐点

大場川合流点

綾瀬水門

(隻)

水上バイク

ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ

遊漁船

屋形船

曳船

台船

その他

上段：平日
下段：休日
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 (3) 係留施設 

旧江戸川
きゅうえどがわ

、中川
なかがわ

、綾瀬川
あ や せが わ

、新中川
しんなかがわ

などは「東京都船舶の係留保管の適正化に関する条

例」の適正化区域の指定となっており、それらのうち新中川
しんなかがわ

については全区間が、

旧江戸川
きゅうえどがわ

、中川
なかがわ

及び綾
あや

瀬川
せ が わ

については一部が重点適正化区域となっている。不法に係留

されている船舶は旧江戸川
きゅうえどがわ

及び新中川
しんなかがわ

が特に多く、これらについては治水上の支障の少

ない区域に暫定係留施設を整備し誘導を行うとともに、プレジャーボートなどの放置船

舶の撤去を行い、船舶の係留保管の適正化を実施している。同様に、中川
なかがわ

、綾瀬川
あ や せが わ

につ

いても条例の適用によって適正化を進めている。 

 

 (4) 防災船着場 

防災面からの河川の利用として、平成 7 年に発生した阪神・淡路大震災を契機に、災

害時における河川舟運の有効性が注目され、これらを受けて、災害時における河川舟運

が有効に機能を果たすための拠点となる防災船着場を計画的に整備している。 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    防災船着場整備例（東篠崎：旧江戸川） 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－2.3 防災船着場整備状況 

    （令和２年３月末時点） 

 

(5) 高水敷の利用 

新
しん

中川
なかがわ

の高水敷は、ＪＲ新金線から上一色橋まで、江戸川区の包括占用区域となって

いる。現在は、クローバーなどが植栽され、周辺地域の住民が利用できるようになって

いる。 

 

新 

中 

川 

中 

川 

中 

川 
旧 

江 

戸 

川 

江 

戸 

川 

西葛西 
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第３節 河川環境の整備と保全に関する事項 

（生き物） 

流域における魚類の生息状況は、感潮域となる区間が多いため、沿岸部で確認される種

も出現しており、淡水域に生息している種とが混じり合っている地域である。出現頻度が

高いのが、ボラ、スズキ、マハゼ等であり、これらは東京湾奥を代表する種でもある。 

このうち重要種（「河川水辺の国勢調査」「東京都の保護上重要な野生生物種【本土部】

（東京都レッドリスト）」で希少性等に基づいて設定された種）についてみると、ニホンウ

ナギ、マルタ、ビリンゴ、アベハゼ、カマツカ、ニゴイ、ミナミメダカなどが挙げられる。

また、回遊魚のニホンウナギ、マルタ、アユ等が上流側の大場
お お ば

川
かわ

や毛
け

長川
なががわ

等でも確認され

ているが、これは、河道内に堰等による縦断的な分断がないためである。他の動植物につ

いてみると、鳥類は水辺を利用するユリカモメ、コサギ、カルガモ等の水鳥が多く確認さ

れており、大場川
お お ばが わ

ではカワセミが確認されている。 

植物については、ヨシを中心とした水生・湿性植物が見られ、特に大場川
お お ばが わ

には中洲に発

達したヨシ原が見られ、水鳥などの生息場となっている。しかし、全体的には水辺に水生

植物などの緑の少ない環境となっている。 

表-2.3 主な生物確認種一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

資料：「隅田川他 8河川水辺の国勢調査｣ 東京都建設局河川部計画課（H19～H31年度調査） 
「隅田川他 22河川水辺の国勢調査」 東京都建設局河川部計画課（H25～H31年度調査） 
色付き下線で記載した種：下記で指定された重要種を示す。 

赤字：「レッドリスト 2020（日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）」（環境省）の掲載種 
青字：「東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）～東京都レッドリスト～2020年版」（東京都環境局）の掲載種。 
緑字：上記の両方に掲載のあるもの。 

河川名 旧江戸川 新川 中川 新中川 綾瀬川 毛長川 垳川 大場川 伝右川
確認種数 21 20 22 22 14 23 12 24 17

主な確認種

サッパ、コノシロ、コ
イ、マルタ、ボラ、ト
サカギンポ、イダテン
ギンポ、ウロハゼ、マ
ハゼ、アシシロハゼ、
シモフリシマハゼ、ヌ
マチチブ、チチブ、ニ
ゴイ、ビリンゴ、ミミ
ズハゼ、エドハゼ、ア
ベハゼ

コノシロ、コイ、ギン
ブナ、ハス、マルタ、
カダヤシ、スズキ、シ
マイサキ、ボラ、スミ
ウキゴリ、ウロハゼ、
マハゼ、シモフリシマ
ハゼ、ヌマチチブ、ニ
ゴイ、ミナミメダカ、
ビリンゴ

ニホンウナギ、コイ、
タイリクバラタナゴ、
ハクレン、マルタ、ス
ゴモロコ、ナマズ、ワ
カサギ、スズキ、ヒイ
ラギ、ボラ、スミウキ
ゴリ、マハゼ、アシシ
ロハゼ、ヌマチチブ、
ニゴイ、ビリンゴ、

コイ、タイリクバラタ
ナゴ、オイカワ、マル
タ、スゴモロコ、グッ
ピー、スズキ、シマイ
サキ、ヒイラギ、ボ
ラ、スミウキゴリ、マ
ハゼ、アシシロハゼ、
ヌマチチブ、カマツ
カ、ニゴイ、ビリン
ゴ、アベハゼ

ニホンウナギ、マル
タ、スズキ、ボラ、ス
ミウキゴリ、マハゼ、
アシシロハゼ、ヌマチ
チブ、ニゴイ、ビリン
ゴ

ニホンウナギ、ギンブ
ナ、タイリクバラタナ
ゴ、オイカワ、マル
タ、モツゴ、ビワヒガ
イ、タモロコ、スゴモ
ロコ、アユ、カダヤ
シ、スズキ、ボラ、ス
ミウキゴリ、ウキゴ
リ、マハゼ、アシシロ
ハゼ、シモフリシマハ
ゼ、ヌマチチブ、カマ
ツカ、ニゴイ

コイ、ギンブナ、マル
タ、モツゴ、タモロ
コ、カダヤシ、ボラ、
カムルチー

ニホンウナギ、ゲンゴ
ロウブナ、ニゴイ、ア
シシロハゼ、ヌマチチ
ブ、ギンブナ、マル
タ、スゴモロコ、ア
ユ、スズキ、マハゼ、
ミナミメダカ、ビリン
ゴ、アベハゼ

ゲンゴロウブナ、マル
タ、ボラ、スミウキゴ
リ、マハゼ、ニゴイ、
ミナミメダカ、アベハ
ゼ、ヌマチチブ

確認種数 42 14 33 22 19 22 18 25 13

主な確認種

カワウ、オナガガモ、
ユリカモメ、カンムリ
カイツブリ、ダイサ
ギ、チュウサギ、コサ
ギ、スズガモ、ミコア
イサ、ウミアイサ、ミ
サゴ、オオバン、エリ
マキシギ、イソシギ、
ダイシャクシギ、チュ
ウシャクシギ、コアジ
サシ

カワウ、ユリカモメ、
マガモ、カルガモ、ハ
クセキレイ、ムクド
リ、

カワウ、オナガガモ、
ユリカモメ、ウミネ
コ、ツグミ、ダイサ
ギ、コサギ、スズガ
モ、オオバン、イソシ
ギ、コアジサシ、オオ
ヨシキリ

カワウ、ユリカモメ、
コガモ、ハクセキレ
イ、ムクドリ、チュウ
サギ、コサギ、オオバ
ン、イソシギ

カワウ、アオサギ、ユ
リカモメ、ウミネコ、
カルガモ、コサギ

カルガモ、ユリカモ
メ、ハクセキレイ、シ
ジュウカラ、ムクド
リ、チュウサギ、コサ
ギ、モズ、オオヨシキ
リ

アオサギ、ハクセキレ
イ、ユリカモメ、ウミ
ネコ、ハクセキレイ、
ヒヨドリ、カワウ

カワウ、ユリカモメ、
アオサギ、ハクセキレ
イ、ムクドリ、ダイサ
ギ、コサギ、オオバ
ン、イソシギ、カワセ
ミ

コガモ、キジバト、ハ
クセキレイ、ジョウビ
タキ、ムクドリ、チョ
ウゲンボウ

確認種数 345 215 383 382 307 301 193 269 114

主な確認種

シロネ、マコモ、カワ
ヂシャ、ササバモ、ヤ
ガミスゲ、イヌヒメワ
ラビ、コギシギシ

ヨシ、オヒシバ、エノ
コログサ、アカメガシ
ワ、ゴキヅル、コギシ
ギシ、アオガヤツリ

ヨシ、シバ、オオバ
コ、クサネム、コウボ
ウシバ、カンエンガヤ
ツリ、ハクチョウゲ、
コギシギシ、アワコガ
ネギク

ヨシ、オギ、シロバナ
サクラタデ、コギシギ
シ、ミズハコベ、シロ
ネ、カワヂシャ、ウキ
ヤガラ、ウマスゲ、ヤ
ガミスゲ、シラン

シバ、ヨシ、アカメガ
シワ、セイタカアワダ
チソウ、コギシギシ、
ゴキヅル、シロネ、ヤ
ガミスゲ、カワラニガ
ナ

ヨシ、エノコログサ、
セイタカアワダチソ
ウ、オギ、カワヂ
シャ、ミノゴメ、クサ
ネム、マコモ、ヤガミ
スゲ、シラン

ミゾソバ、ヨモギ、オ
オイヌタデ、セイタカ
アワダチソウ、エノ
キ、ヒナタイノコズ
チ、ミノゴメ

ヨシ、エノコログサ、
エノキ、サデクサ、タ
ウコギ、アマドコロ、
マコモ、ウマスゲ、ヤ
ガミスゲ、アオガヤツ
リ

ヨシ、ヨモギ、セイタ
カアワダチソウ、アカ
メガシワ、ミノゴメ

確認種数 46 56 67 94 78 77 94 119 91

主な確認種

ナナホシテントウ、モ
ンシロチョウ、ヤマト
シジミ本土亜種、ヨコ
フカニグモ

アオモンイトトンボ、
ウスバキトンボ、アオ
スジアゲハ、ヤマトシ
ジミ本土亜種、ベニシ
ジミ

アキアカネ、イチモン
ジセセリ、モンシロ
チョウ、ヤマトシジミ
本土亜種、

ウスバキトンボ、アキ
アカネ、ショウリョウ
バッタ、イチモンジセ
セリ、ベニシジミ、ヤ
マトシジミ本土亜種、
アオスジアゲハ、モン
キチョウ、ナナホシテ
ントウ、クマスズムシ

アキアカネ、イチモン
ジセセリ、モンシロ
チョウ、ヤマトシジミ
本土亜種

ギンヤンマ、アオモン
イトトンボ、アキアカ
ネ、モンキチョウ、モ
ンシロチョウ、ヤマト
シジミ本土亜種、ベニ
シジミ、ナナホシテン
トウ

アキアカネ、イチモン
ジセセリ、アオスジア
ゲハ、モンキチョウ、
モンシロチョウ、ベニ
シジミ、ヤマトシジミ
本土亜種

アキアカネ、キチョ
ウ、コクサグモ、コバ
ネイナゴ、チャバネセ
セリ、ブリットンツヤ
ヒラタゴミムシ

アキアカネ、ショウ
リョウバッタ、ハナグ
モ、モンシロチョウ

確認種数 39 22 17 13 12 35 2 22 6

主な確認種

ヤマトシジミ、マガ
キ、アサリ、シロスジ
フジツボ、タカノケフ
サイソガニ、ウミゴマ
ツボ、ユビナガスジエ
ビ

ヨーロッパフジツボ、
カワヒバリガイ、テナ
ガエビ、クロベンケイ
ガニ、ミズゴマツボ

クロベンケイガニ、カ
ワゴカイ属の一種、ホ
ソミユスリカ属の一種

ヤマトシジミ、ニッポ
ンドロソコエビ、カワ
ゴカイ属の一種、クロ
ベンケイガニ

テナガエビ、クロベン
ケイガニ、

テナガエビ、サカマキ
ガイ、アメリカザリガ
ニ、エラミミズ

ヒメミミズ科の一種、
ミズミミズ科の一種

ヒメタニシ、エラミミ
ズ、アメンボ、ミズゴ
マツボ、テナガエビ、
クロベンケイガニ、モ
クズガニ

シジミ属の一種、カワ
ゴカイ属の一種、ヒメ
ミミズ科の一種、クロ
オビミズミミズ、ホソ
ミユスリカ属の一種

確認種数 7 6 4 6 3 8 5 7 3

主な確認種

ウシガエル、ミシシッ
ピアカミミガメ、ニホ
ントカゲ、ニホンカナ
ヘビ、アズマモグラ、
コウモリ目（翼手目）
の一種、クマネズミ属
の一種

ウシガエル、クサガ
メ、ミシシッピアカミ
ミガメ、ニホンカナヘ
ビ、アズマモグラ、コ
ウモリ目（翼手目）の
一種

ニホントカゲ、ニホン
カナヘビ、アズマモグ
ラ、コウモリ目（翼手
目）の一種

ウシガエル、ミシシッ
ピアカミミガメ、ニホ
ントカゲ、ニホンカナ
ヘビ、アズマモグラ、
コウモリ目（翼手目）
の一種

ミシシッピアカミミガ
メ、ニホンカナヘビ、
コウモリ目（翼手目）
の一種

ウシガエル、クサガ
メ、ミシシッピアカミ
ミガメ、ニホントカ
ゲ、ニホンカナヘビ、
アズマモグラ、コウモ
リ目（翼手目）の一
種、ドブネズミ

ウシガエル、ミシシッ
ピアカミミガメ、ニホ
ンカナヘビ、アズマモ
グラ、コウモリ目（翼
手目）の一種

ニホンアマガエル、ウ
シガエル、ミシシッピ
アカミミガメ、ニホン
トカゲ、ニホンカナヘ
ビ、アズマモグラ、コ
ウモリ目（翼手目）の
一種

ニホンカナヘビ、アズ
マモグラ、コウモリ目
（翼手目）の一種

魚
類

鳥
類

陸
上
昆
虫

底
生
動
物

植
物

両
生
類
・
爬
虫
類
・
哺
乳
類
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（河川環境整備） 

旧江戸川
きゅうえどがわ

では捨石による低水護岸により、植物や水生生物に配慮した整備を進め、新
しん

中川
なかがわ

ではヨシなどの植生に配慮した整備を進めている。 

大場川
お お ばが わ

の中洲にはヨシ、オギ、ガマ等を主体とした河川敷本来の植生が繁茂しており、

葛飾区によって自然保護区域に指定されている。生物の生息地や、野鳥の採餌、休息、越

冬場所や営巣地として貴重な役割を果たしている。 

垳川
がけがわ

では、右岸側に本来の土手が残っており、常緑樹や落葉樹の大木が川側に覆い被さ

っており、その中を縫うように神明・六木遊歩道が設けられ、多くの人に利用されている。 

 

 

 

  

資料：現地調査により確認 

図－2.4 自然環境の状況 

水辺の植生に配慮した護岸

の整備例（新中川） 

葛飾区 
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第３章 河川整備計画の目標に関する事項 

（東部低地河川の将来像） 

東京の東部低地河川は、様々な機能が集中する世界都市“東京”を支える基盤として、

高潮、洪水などの災害時において都民の生命や財産などを守る大きな役割を担っている。 

そのため、本計画では現在進めている、年超過確率 1/10規模の降雨に対して安全に流下

させることのできる整備を目標とするが、将来的には、年超過確率 1/100 規模の降雨に対

応できるように治水水準の向上を図り、都民が安心して生活できる川をめざしていく。 

また、それぞれの河川が都市部に広がる貴重な水辺空間として、より積極的に利用・活

用し、「水の都、東京」として地域や人々との協力を通して、望ましい河川空間を創造して

いく。 

 

（計画の基本理念） 

中川
なかがわ

・綾
あや

瀬川
せ が わ

圏域の河川は、江戸時代、水田の用・排水路であり、物資の輸送経路として

も重要な役割を占めていた。 

明治、大正、昭和と時代が変わるにつれて、河川の周辺には工場や住宅が急増し、輸送

経路も舟運から陸上へと変化していった。この結果、河川は周辺からの生活雑排水や工場

排水の影響により、水質の悪化が深刻な問題となった。また、地下水の揚水などが増大し、

地盤沈下が急激に進行しことから、高潮、洪水、大地震等の自然災害に対して極めて脆弱

な地域となった。このため、東京都では防潮堤及び護岸の整備を進めた。 

近年になって、環境への関心が高まるにつれて、既存の治水対策の整備と共に環境へ配

慮した整備に対するニーズも高まってきている。また、平成９年に河川法が改正され、河

川環境の整備と保全が加わったことからも、周辺を取り巻く環境の整備と保全を考慮に入

れた河川整備が必要となってきた。さらに、余暇の需要としての水面利用や環境学習とし

ての河川を利用する事なども、今後の河川整備に対して重要な要素となってきている。 

これらの事項を含めて、今後の河川のあり方について環境と調和した潤いのある豊かな

水辺空間が求められており、地域に密接に関わり合った川としていく事が重要である。 

以上の視点から、「地域に活きた親しめる川の復活」を目指して 21 世紀の東京の川づく

りを進め、中川
なかがわ

・綾瀬
あ や せ

川
がわ

圏域においては、「人々が集い、水辺にふれあえる川づくり」を河

川整備計画の基本理念として定める。 
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第１節 計画対象区間及び計画対象期間 

（計画対象区間） 

本計画では、中川
なかがわ

・綾瀬川
あ や せが わ

圏域のうち東京都管理区間とし、一部の直轄管理区間を除く

範囲及び水門・排水機場等の河川管理施設を対象とする。 

表－3.1 計画対象河川一覧 

河川名 

延長(km) 範 囲 

備 考 
全延長 

東京都 
管理区間 

上流端 下流端 

旧江戸川 9.36 9.20 
左岸:千葉県市川市 

右岸:江戸川区東篠崎町 

左岸:千葉県浦安市 

右岸:江戸川区臨海町六丁目 
左岸側は千葉県管理 

新川 3.68 3.68 

左岸:江戸川区東葛西三丁目 

右岸:江戸川区江戸川五丁目 

（新川東水門） 

左岸:江戸川区北葛西一丁目 

右岸:江戸川区船堀二丁目 

（中川合流点） 

旧江戸川～中川を結ぶ 

中川 81.00 12.40 

左岸:葛飾区高砂二丁目 

右岸:葛飾区青戸二丁目 

（高砂橋） 

左岸:江戸川区臨海町六丁目 

右岸:荒川堤防取付下流端 

上平井水門より下流右岸は直

轄区間 

綾瀬川 48.00 7.20 

左岸:足立区神明一丁目 

右岸:足立区南花畑三丁目 

（内匠橋上） 

左岸：葛飾区東四つ木一丁目 

右岸：同上（荒川堤防） 

（中川合流点） 

堀切菖蒲水門から綾瀬排水機

場まで及び花畑水門より上流

は直轄区間 

新中川 7.84 7.84 

左岸:葛飾区高砂二丁目 

右岸:葛飾区高砂一丁目 

（高砂橋下流） 

左岸:江戸川区江戸川四丁目 

右岸:江戸川区江戸川四丁目 

（旧江戸川合流点） 

中川から分派、旧江戸川に合流 

大場川 16.80 2.42 

左岸:葛飾区水元公園 

右岸:埼玉県三郷市 

（都県境） 

左岸:葛飾区西水元四丁目 

右岸:埼玉県八潮市 

（中川合流点） 

右岸側は埼玉県管理 

伝右川 18.20 0.57 

左岸:足立区花畑八丁目 

右岸:足立区花畑七丁目 

（都県境） 

左岸:足立区花畑八丁目 

右岸:足立区花畑七丁目 

（綾瀬川合流点） 

上流側の一部は埼玉県管理 

最下流は直轄区間 

垳川 2.25 2.25 

左岸:埼玉県八潮市 

右岸:足立区神明一丁目 

（起点） 

左岸:埼玉県八潮市 

右岸:足立区六木三丁目 

（中川合流点） 

左岸側は埼玉県管理 

毛長川 9.73 6.97 

左岸:足立区舎人四丁目 

右岸:同上 

（都県境） 

左岸:足立区花畑七丁目 

右岸:同上 

（綾瀬川合流点） 

左右岸側の一部は埼玉県管理 

 

（計画対象期間） 

対象期間は、概ね 30年間とする。 

なお、河川整備にあたっては、直轄管理区間注 1)や他県の管理区間注 2)、下水道事業等の整

備状況、流域の社会状況などの変化や新たな知見、技術の進捗等により、対象期間内であ

っても必要に応じて本計画の見直しを行う。 

注1) 直轄管理区間 

伝右川下流部、綾瀬川中流部及び上流部、中川上流部、旧江戸川上流部。 

注2) 他県の管理区間 

毛長川の左岸、伝右川の上流部、大場川の右岸、垳川の左岸は埼玉県管理。 

旧江戸川の左岸は千葉県管理。 
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第２節 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

（洪水対策） 

洪水による災害の発生防止及び軽減については、年超過確率 1/10 規模の 48 時間あたり

217 mm規模の降雨に対して、安全に流下させることのできる整備を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図－3.1 計画流量配分図     単位：ｍ３／ｓ 

（高潮対策） 

高潮による災害の発生の防止及び軽減に関しては、昭和 34年の伊勢湾台風と同規模の台

風が、東京湾及び主要河川に対して最大の被害をもたらすコースを進んだときに発生する

高潮（A.P.+5.1m）に対して、安全であることとする。なお、中川
なかがわ

、綾瀬
あ や せ

川
がわ

、新中川
しんなかがわ

、毛
け

長川
なががわ

は、上記の高潮に対して、上平井水門と今井水門を閉鎖後、上流域の洪水を A.P.+4.0m ま

で河道に湛水（水を貯留）できる整備をする。 

（地震水害対策） 

将来にわたって考えられる最大級の強さをもつ地震に対して、防潮堤・護岸と水門及び

排水機場等の機能を保持し、津波等による浸水を防ぐために、耐震・耐水対策事業により、

防潮堤・護岸と水門及び排水機場等の耐震性を確保するとともに、水門及び排水機場等に

ついては耐水性※も合わせて確保していく。なお、平成 24 年 4 月に東京都防災会議が「首

都直下地震等による東京の被害想定」において示した想定津波高より計画高潮位が高いた

め、津波に対する堤防のさらなるかさ上げ等の対策は行わない。 

災害時の避難経路や物資等の輸送経路として、河川管理用通路の利用を配慮する。 

災害時の救助や救急物資の輸送等に水上交通を活用するために、沿川自治体と協力して

防災船着場を整備する。 

※耐水性の確保 

    水門・排水機場等の施設は門扉の開閉装置や排水ポンプなど、多くの電気、機械設備で

構成されており、これらの設備が浸水した場合、施設の機能が失われる可能性が高い。 

耐水性の確保とは、設備の設置位置を高くすること（高設置化）や、水密化を行うこと

で、万一浸水した場合にも施設の機能を維持することをいう。 

1000
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第３節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

水質など水環境の改善を図るため、綾瀬川
あ や せが わ

清流ルネッサンス注)などによる流域全域での

取り組みなどを考慮すると共に、関係自治体と連携して整備を実施し、水生生物や周辺に

住む人々にとってよりよい水環境の向上を目指していく。 

 

注）綾瀬川清流ルネッサンス 

綾瀬川に清流を取り戻すため、流域住民と市区町、東京都、埼玉県、国土交通省が協力して、平成

７年度から「綾瀬川清流ルネッサンス２１」計画を実施した。この計画により、下水道や浄化施設等

の整備等のほか、「綾瀬川クリーン大作戦」「みんなで水質調査」などが行われ、水質が大幅に改善さ

れている。平成 13年からは「綾瀬川清流ルネッサンスⅡ」計画として引き続き取り組みを平成 22年

度まで行ってきた。平成 23 年度以降も、「綾瀬川クリーン大作戦」「みんなで水質調査」などを継続

的に推進するとともに、綾瀬川清流ルネッサンス連絡会を開催し、流域対策・ソフト対策の活動等の

報告および意見交換・協議等を行っている。 

 

第４節 河川環境の整備と保全に関する事項 

東部低地帯に位置する中川
なかがわ

・綾瀬川
あ や せが わ

圏域の河川は、都市の中にある貴重なオープンスペ

ースであり、貴重な自然環境であることから、舟運、漁業、レジャー、散策等多様な利用

がなされており、現状で十分な流下能力を有する区間においては、現状の良好な河川環境

を極力保全するほか、河川整備が必要な区間においても、事業の実施に際しては、可能な

限り水生生物の生息環境等を保全していく。また、人々が水辺に親しみ、自然とふれあえ

る河川として、都市の再開発などの地域と一体となった河川整備を実施し、親水機能を高

めていく。 

河川環境の整備と保全のための施策の展開にあたっては、地域住民、市民団体、関係自

治体、関係機関等と連携していく。 
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第４章 河川整備の実施に関する事項 

第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施

行により設置される河川管理施設の機能の概要 

（河川工事の目的、種類及び施行の場所） 

(1) 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

計画規模の洪水を安全に流下させるため、河床掘削等の河川改修を実施する。 

計画規模の高潮に対応するため、防潮堤（護岸）を整備する。 

将来にわたって考えられる最大級の強さをもつ地震に対応するため、耐震対策事業と

して鋼管矢板打設及び地盤改良等を行うことにより耐震性を確保する。水門、排水機場

等について、地盤改良や躯体補強などにより耐震性を確保する。また、設備の高設置化

や水密化を行うことによる耐水対策を実施し、設備の長寿命化を図る。 

また、大地震に対し、より安全性が高く、地域環境の向上にも寄与する緩傾斜型堤防

で整備する事として、昭和 55 年度から緩傾斜型堤防整備事業、昭和 60 年度からスーパ

ー堤防整備事業を進めている。 

    表－4.1 地震水害等の防止に係る主要な河川工事の種類、施行の場所、 

設置される河川施設等の機能等 

工事の種類 河川・施設名 設置（改築）される河川管理施設等 

耐震対策 旧江戸川 防潮堤 

新 川 護 岸 

中 川 防潮堤・護岸 

綾瀬川 護 岸 

新中川 護 岸 

大場川 護 岸 

垳 川 護 岸 

耐震・耐水対策 新川東水門 水門等 

新川東樋門 樋門等 

新川排水機場 排水機場等 

上平井水門 水門等 

花畑水門 水門等 

今井水門 水門等 

スーパー堤防等 

整備 

旧江戸川 スーパー堤防・緩傾斜型堤防 

中 川 スーパー堤防・緩傾斜型堤防 

綾瀬川 スーパー堤防・緩傾斜型堤防 

新中川 スーパー堤防・緩傾斜型堤防 

洪水対策 

（河床掘削含む） 

新中川 護 岸 

伝右川 護 岸 

垳 川 護岸・橋梁 

毛長川 護岸・橋梁 

高潮対策 旧江戸川 防潮堤 

綾瀬川 護岸・橋梁 

大場川 護 岸 

船着場整備 中 川 防災船着場 

新中川 防災船着場 
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さらに、中川
なかがわ

・綾瀬
あ や せ

川
がわ

圏域の整備済みの河川管理施設は、整備計画（概ね 30年）にお

いて、老朽化等による機能低下が懸念されるため、施設の改良を行うとともに、堤防等

の質的整備を実施する等、必要に応じて適切な措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             耐震対策整備例（中川） 

 

      図－4.1 耐震対策事業計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         スーパー堤防整備例（小菅一丁目地区） 

 

図－4.2 スーパー堤防・緩傾斜型堤防事業計画図(令和２年３月末時点) 

凡例 

地震対策実施個所 

堤防(防潮堤・護岸） 

水門 

排水機場 

樋門・閘門 

地震対策事業予定個所 

堤防(防潮堤・護岸) 

水門 

排水機場 

樋門・閘門 

六町地区 

凡例 

 

 概成・完成地区 1 
 

  事業中地区    

 

計画対象河川   
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(2) 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

垳川
がけがわ

などの水質改善を図るため、関係自治体と連携を図ると共に、地域の市民団体等

と協力し水質の向上を目指していく。 

 

(3) 河川環境の整備と保全に関する事項 

（動植物に配慮した河川整備） 

高潮、耐震対策等の実施にあたっては、生物への生息空間を確保し保全していく。 

大場川
お お ばが わ

においては、水郷の原風景をとどめ、水と緑と生き物たちの豊かな自然環境

が現存している中洲と、そこに発達しているヨシ原等の自然植生群落を保全していく。 

また旧江戸川
きゅうえどがわ

では、低水護岸に捨て石等が施工されており、今後、植生等の再生や

生物の生息場として機能を保全する。 

その他の河川においても動植物に配慮する。 

 

表－4.2 水辺再生に係わる主要な河川工事の種類、施行場所等一覧 

工事の種類 河川名 施行場所 設置される施設 機  能 

動植物に配慮

した河川整備 

旧江戸川 全川 低水護岸(捨石) 生物への生息空間の確保 

ヨシ原を再生する 

中 川 上平井水門～

高砂橋 

テラス（捨石） 生物への生息空間の確保 

ヨシ原を再生する 

新中川 高砂付近他 植生生育基盤 生物への生息空間の確保 

ヨシ原を再生する 

大場川 全川 低水護岸(捨石) 生物への生息空間の確保 

ヨシ原（中州）を保全する 

 

 

低水護岸（捨石）整備例（旧江戸川） 
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（親水空間の整備） 

河川管理用通路及び高水敷の整備にあたっては、水辺に親しめる歩道としての利用

に配慮するとともに、橋梁部などの不連続部においては、出来る限り橋梁の下部を通

過できるように努める。また、堤内地から水辺へのアクセス路を整備することにより、

親水性の向上に努める。整備に際しては、スロープの整備など、バリアフリーに配慮

する。 

また、公園や公共施設、再開発地域などと河川が隣接している箇所で、高潮、耐震

対策を実施する際には、親水空間の整備について関係自治体等と連携する。 

 

 

 

新川における親水護岸の整備例（江戸川区船堀七丁目付近） 

 

表－4.3 親水空間の整備に係わる主要な河川工事の種類等一覧 

工事の種類 河川名 設置される施設 機能 備考 

防潮堤・護岸

の整備 
全川 

河川管理用通路 

（遊歩道） 

高水敷 

スロープ、階段、

植裁等 

親水機能の確保  
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（各河川の整備イメージ） 

整備に際しては、周辺地域の状況と環境に配慮する。 

 

旧江戸川 新川東水門付近の整備イメージ 

 

 
 

旧江戸川 なぎさ公園付近の整備イメージ 
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大場川 西水元付近の整備イメージ 

 

中川 青砥橋右岸付近の整備イメージ 
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綾瀬川 整備イメージ 

 

 

 

 

 

新中川 整備イメージ 
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図－4.3(1) 旧江戸川標準断面図 

 

 

 

 

 

図-4.3(2) 新川標準断面図 
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図－4.3(3)  中川標準断面図 

 

 

 

 

図－4.3(4) 綾瀬川標準断面図 
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図-4.3(5) 新中川標準断面図 

 

 

 

 

 

図-4.3(6) 大場川標準断面図 
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図-4.3(7) 伝右川標準断面図 

 

 

 

 

 

図-4.3(8) 垳川標準断面図 

 

  

中川合流点～葛西用水合流点（0.4km付近） 

葛西用水合流点～小溜井排水機場（1.6km 付近） 
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図-4.3(9) 毛長川標準断面図 
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第２節 河川維持の目的、種類及び施行の場所 

河川の維持のうち、洪水、津波、高潮等による災害の防止又は軽減にあたっては、洪水

等に関連する情報を的確に収集するほか、河道、河川敷、護岸、堤防及びその他の河川管

理施設等を良好な状態に保ち、その本来の機能が発揮されるよう、異常の早期発見に努め、

適切な維持管理を行う。また、災害に対して迅速かつ的確に対処する。 

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持並びに河川環境の保全にあたっては、現

況の流水機能、河川の秩序ある利用形態を維持するとともに、地域特性に応じて親水機能

等の維持、保全に努める。 

なお、大場
お お ば

川
がわ

、伝右
で ん う

川
がわ

及び垳
がけ

川
がわ

については「特別区における東京都の事務処理の特例条

例」に基づき地元区との適切な役割分担を行い、河川の維持修繕及び維持管理を行ってい

く。 

（洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項） 

（1） 護岸や堤防、水門等の河川管理施設について、洪水・高潮等に対する所要の機能が

発揮されるよう、巡視、点検等により状況を把握するとともに、補修、更新等の必要

な対策を行う。 

 

表－4.4 洪水、高潮等による災害の防止又は軽減に係わる主な河川管理施設等 

主な河川管理施設等 河川名（施設名） 

堤防等（スーパー堤防、緩傾斜型堤防、

テラス、防潮堤、管理用通路等） 

計画対象河川のうち、当該河川管理施設

の設置区間 

 

水 門 

新 川（新川東水門） 

中 川（上平井水門） 

綾瀬川（花畑水門） 

新中川（今井水門） 

樋 門 新 川（新川東樋門） 

排水機場 新 川（新川排水機場） 

 

（2） 水門等の管理について、安全性、迅速性、確実性を向上させるために導入した遠隔

監視制御方式による水門管理システムの必要な維持管理を行う。 

（3） 洪水発生等により河道内に堆積した土砂について、環境上の影響にも配慮して適正

に浚渫
しゅんせつ

を行う。 

（4） 河川敷内の草木については、堤防を保全し、流下阻害を防ぐため適正に管理する。

除草の時期や方法については、生態系にも配慮して決定する。 

（5） 洪水・高潮時の的確な水防、警戒避難及び復旧に資するため、水防災総合情報シス

テムや各観測施設により、気象情報、雨量、水位、画像等のリアルタイム情報を収集

する。 

（6） 水防上注意を要する箇所を定め、水防管理者に周知するとともに、水防訓練を実施

するなど、水防管理者との連携による洪水対策を行う。 

（7） 洪水・地震等の発生により護岸等の河川管理施設が被災した場合には、迅速かつ的

確に復旧対策を行う。 
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（河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項） 

（1） 河川の舟運機能を維持するために、浚渫
しゅんせつ

による航路確保や防災船着場の維持管理を

行う。 

（2） 秩序ある水面利用に支障となる放置船舶等について、関係機関等と連携して適正化

を図るとともに、暫定
ざんてい

係留施設の維持管理を行う。 

 

表－4.5 河川の防災船着場及び暫定係留施設 

主な河川管理施設

等 
施行する河川 施行の場所 摘 要 

防災船着場 旧江戸川 

新 中 川 

中  川 

東 篠 崎（江戸川区東篠崎） 

新今井橋（江戸川区江戸川） 

西新小岩（葛飾区西新小岩）等 

 

暫定係留施設 旧江戸川 

新 中 川 

東葛西四丁目付近から上流 

瑞江大橋から奥戸新橋付近 

 

 

（3） 良好な水質等の維持 

関係機関等と連携して流量、水質や底質調査を定期的に実施する。また、水質維持・向

上を目的に底泥浚渫を実施するとともに、生活排水に関する啓発活動等、地域及び関係

機関と協力連携を図ることで、水質の保全に努めていく。 

（4） 浄化維持用水の導水に関わる河川管理施設の維持 

閉鎖的な水域である新川
しんかわ

及び垳川の水質を維持保全するために、浄化維持用水の導水・

排水を行っている河川管理施設について、必要な維持管理を行う。 

 

表－4.6 浄化維持用水確保に係る主要な河川管理施設等 

主な河川管理施設等 施行する河川 施行の場所 摘 要 

新川東樋門 新 川 江戸川区江戸川 区へ管理委託 

新川排水機場 新 川 江戸川区北葛西 区へ管理委託 

旧小溜井排水機場 垳 川 足立区神明 区へ管理委託 

 

（5） 河川の美観保持と衛生環境の確保を目的として、水面清掃を行う。 

（河川環境の保全に関する事項） 

（1） 動植物等に配慮した良好な河川環境の維持管理を図るために、地域住民、市民団体

等と連携し、河川清掃や治水・景観等を踏まえた適切な植生管理を実施するほか、河

川水辺の国勢調査などにより、動植物などのモニタリング調査を実施し、その結果を

施策に反映させる。 

（2） 親水施設等の河川管理施設について、その機能が確保されるよう、市民団体、関係

自治体等と連携し、適正に維持管理を行う。 
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第５章 河川情報の提供、地域や関係機関との連携等に関する事項 

第１節 河川情報の提供に関する事項 

洪水による被害を最小限にとどめるために、浸水予想区域図の作成や区市町村による洪

水ハザードマップ等の作成支援を行うとともに、インターネットや携帯電話による雨量、

水位などの洪水情報の提供・充実、区市町村による警戒避難体制の充実、防災教育など、

流域自治体や関係機関と連携してソフト対策を推進する。 

また、多様化する流域住民の高いニーズに応えるため、治水のみならず、河川に関する

様々な情報についてインターネットや各種印刷物で提供したり、河川愛護月間の取り組み

を推進するなどの広報活動により、河川の整備及び河川愛護に広く理解が得られるよう努

める。 

 

第２節 地域や関係機関との連携に関する事項 

（情報、意見の交換） 

流域連絡会等の場を活用して、河川の整備、維持管理について地域住民や関係自治体等

との情報や意見の交換を行い、河川管理上支障ない範囲で地域の意向反映に努めるととも

に、河川に対する住民と行政との共通認識を醸成し、良好なパートナーシップの形成に努

める。 

 

（河川愛護活動） 

河川清掃など日常的な管理については、関係自治体等と連携して、意欲的に活動する市

民団体等を支援するなど、住民参加を推進していく。 

 

（総合的な学習） 

身近な自然体験の場である河川を環境学習に活用するため、地域や関係機関による活動

を支援する。 

 

（広域防災機能） 

地震発生後の防災用水として、関係自治体等と連携し、圏域河川の河川水の有効利用に

努め、地域の防災機能の強化を支援する。 

 

（水質事故への対応） 

水質事故について、流域自治体や関係機関と連携して被害の拡大防止、円滑な原状回復

に対応する。 
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第６章 総合的な治水対策の取り組み 

利根川
と ね が わ

水系の一部である中
なか

川
がわ

・綾瀬
あ や せ

川
がわ

圏域は、市街化がすすみ、緑地（田畑・樹林等）が減

少してきた。その結果、流域の保水・遊水機能が低下し、降雨によって大量の雨水が一度に

川へ流出することによる浸水被害が多発するようになってきた。 

このため、市街化による雨水の流出増に対して、護岸や調節池等の治水施設整備だけでな

く、貯留・浸透施設からなる雨水流出抑制施設の整備を合わせた総合的な治水対策を進める

こととして、中
なか

川
がわ

・綾瀬
あ や せ

川
がわ

流域総合治水対策協議会で定めた「中
なか

川
がわ

・綾瀬
あ や せ

川
がわ

流域整備計画」に

基づき、流域自治体や関係機関などの協力を得ながら、浸水被害の軽減に努めていく。 

また、東京都では「東京都豪雨対策基本方針」を策定（平成 19 年８月策定、平成 26 年６

月改定）し、河川整備、下水道整備、流域対策、家づくり・まちづくり対策などを推進してい

る。この方針において、公共施設や一般家庭などにおいて、各自治体や流域住民の協力のも

とに貯留・浸透施設の設置を進め、洪水対策と地下水涵養を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－6.1 総合的な治水対策の概念 

 

総合的な 
治水対策 

ハード 
対策 

ソフト 
対策 

治水施設の整備 

広報活動 

警戒・水防体制 

適正な土地利用方策等 

雨水流出抑制施設の整備 

河川 

下水道 

貯留 

浸透 

護岸の整備 
排水機場の整備 
調節池、分水路、地下河川等の整備 
管きょの整備 
ポンプ場の整備 
雨水調整施設等の整備 
防災調整池の設置 
雨水貯留施設の設置 
浸透ます、浸透トレンチ等の設置 
透水性舗装の推進 
各戸浸透施設の設置推進 
市街化調整区域の保持 
緑地の保全、回復 
盛土の抑制、調整 
高床式建築の助成 
雨量・水位の情報収集、提供 
水防災総合情報システムの充実 
水防体制の強化 
浸水実績図の公表 
河川清掃等民間活動の育成 
 


